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議案第８９号 主要改正点

・機構改革に伴い、当該条文の変更を行ったこと。

大東市事務分掌条例 新旧対照表

新 旧

大東市長の内部組織の設置および分掌事務に関する条例 大東市事務分掌条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に

基づき、市長の直近下位の内部組織の設置およびその分掌する事務について、必要な事

項を定めるものとする。

（内部組織の設置） （内部組織）

第２条 市長の直近下位の内部組織を、次のとおり設置する。 第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定により市長の権

限に属する事務を分掌させるための内部組織は、次のとおりとする。

(1) ～ (8) （略） (1) ～ (8) （略）

（分掌事務） （事務分掌）

第３条 危機管理室の分掌する事務は、危機管理に関することとする。 第２条 危機管理室の事務分掌は、危機管理に関することとする。

２ 地方創生局の分掌する事務は、次のとおりとする。 ２ 地方創生局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ～ (2) （略） (1) ～ (2) （略）

３ 政策推進部の分掌する事務は、次のとおりとする。 ３ 政策推進部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ～ (5) （略） (1) ～ (5) （略）

(6) 徴収困難な債権の回収に関すること。

(6) （略） (7) （略）

(7) （略） (8) （略）

(8) （略） (9) （略）

(9) （略） (10) （略）

(10) （略） (11) （略）

(11) （略） (12) （略）
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(12) （略） (13) （略）

(13) （略） (14) （略）

(14) （略） (15) （略）

(15) 産業の振興に関すること。

(16) 労働行政に関すること。

４ 総務部の分掌する事務は、次のとおりとする。 ４ 総務部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ～ (13) （略） (1) ～ (13) （略）

(14) 徴収困難な債権の回収に関すること。

(15) （略） (14) （略）

５ 市民生活部の分掌する事務は、次のとおりとする。 ５ 市民生活部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ～ (4) （略） (1) ～ (4) （略）

(5) 産業の振興に関すること。

(6) 労働行政に関すること。

(5) （略） (7) （略）

(6) （略） (8) （略）

(7) （略） (9) （略）

(8) （略） (10) （略）

(9) （略） (11) （略）

(10) （略） (12) （略）

(11) （略） (13) （略）

(12) （略） (14) （略）

６ 福祉・子ども部の分掌する事務は、次のとおりとする。 ６ 福祉・子ども部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ～ (6) （略） (1) ～ (6) （略）

７ 保健医療部の分掌する事務は、次のとおりとする。 ７ 保健医療部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ～ (9) （略） (1) ～ (9) （略）

８ 街づくり部の分掌する事務は、次のとおりとする。 ８ 街づくり部の事務分掌は、次のとおりとする。
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(1) ～ (11) （略） (1) ～ (11) （略）

（委任）

第３条 前条の規定による室または部の内部の事務分掌その他の事務処理に必要な事項は、

市長が別に定める。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。



議案第９１号 主要改正点

・雇用保険法等の一部を改正する法律が施行されることにより、国家公務員退職手当法が改正

されることにかんがみ、条文中の文言を整理したこと。

大東市職員の退職手当に関する条例

大東市に勤務する企業職員の給与の種類および基準に関する条例 新旧対照表

新 旧

（大東市職員の退職手当に関する条例）

第１条 ～ 第９条 （略） 第１条 ～ 第９条 （略）

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当）

第１０条 （略） 第１０条 （略）

２ ～ ４ （略） ２ ～ ４ （略）

５ 勤続期間６か月以上で退職した職員（第７項の規定に該当する者を除く。）であって、 ５ 勤続期間６か月以上で退職した職員（第７項の規定に該当する者を除く。）であって、

その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３７条の その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務してい

２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第１号に掲げる額が第２号 た当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同

に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほ 法第３７条の２第１項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第１号に

か、第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当と 掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般

して、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 の退職手当等のほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた額に相当する金

額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給

する。

(1) （略） (1) （略）

(2) その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格者と、その者の (2) その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格者と、その者の

基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。） 基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。）

を同法第１７条第１項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第２０条第１ を同法第１７条第１項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第２０条第１

項第１号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第第３７条の 項第１号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第３７条の４

４第３項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者 第３項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その

が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額 者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
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６ 勤続期間６か月以上で退職した職員（第８項の規定に該当する者を除く。）であっ ６ 勤続期間６か月以上で退職した職員（第８項の規定に該当する者を除く。）であっ

て、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３７ て、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務し

条の２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合 ていた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業とみなしたなら

において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第２号の規定 ば同法第３７条の２第１項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後

の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができ 失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、

る高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年 前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を

齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

７ ～ １０ （略） ７ ～ １０ （略）

１１ 第１項、第３項および第５項から前項までに定めるもののほか、第１項または第３ １１ 第１項、第３項および第５項から前項までに定めるもののほか、第１項または第３

項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するも 項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するも

のに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定 のに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定

による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援 による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または広域求職活動

費の支給の条件に従い支給する。 費の支給の条件に従い支給する。

(1) ～ (5) （略） (1) ～ (5) （略）

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該当する行為をする者 (6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法

同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額 第５９条第２項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

１２ ～ １４ （略） １２ ～ １４ （略）

１５ 第１１項の規定は、第５項または第６項の規定による退職手当の支給を受けること １５ 第１１項の規定は、第７項または第８項の規定による退職手当の支給を受けること

ができる者（第５項または第６項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当 ができる者（これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の

該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過していないものを含 支給に係る退職の日の翌日から起算して６か月を経過していないものを含む。）につい

む。）および第７項または第８項の規定による退職手当の支給を受けることができる者 て準用する。この場合において、第１１項中「次の各号」とあるのは「第４号から第６

（第７項または第８項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当 号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業

の支給に係る退職の日の翌日から起算して６か月を経過していないものを含む。）につ 促進手当」と読み替えるものとする。

いて準用する。この場合において、第１１項中「次の各号」とあるのは「第４号から第

６号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就
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業促進手当」と読み替えるものとする。

１６ ～ １７ （略） １６ ～ １７ （略）

第１１条 ～ 第２１条 （略） 第１１条 ～ 第２１条 （略）

（大東市に勤務する企業職員の給与の種類および基準に関する条例）

第１条 ～ 第１４条 （略） 第１条 ～ 第１４条 （略）

（退職手当） （退職手当）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ ～ ４ （略） ２ ～ ４ （略）

５ 勤続期間６か月以上で退職した職員（次項の規定に該当する者を除く。）であつて、 ５ 勤続期間６か月以上で退職した職員（次項の規定に該当する者を除く。）であつて、

その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３７条の その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務してい

２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合にお た当該地方公営企業の事業を同法第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同

いて、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受け 法第３７条の２第１項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業

ていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支 している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職

給の条件に従い、退職手当として支給する。 手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢

求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

６ （略） ６ （略）

７ 前３項に定めるもののほか、第４項または前項の規定による退職手当の支給を受ける ７ 前３項に定めるもののほか、第４項または前項の規定による退職手当の支給を受ける

ことができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手 ことができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手

当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費に相当する金額 当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または広域求職活動費に相当する金額

を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。 を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

第１５条の２ ～ 第１９条 （略） 第１５条の２ ～ 第１９条 （略）



議案第９２号 主要改正点

・軽自動車税のグリーン化特例の軽課措置を１年延長したこと。

・特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について規定したこと。

大東市市税条例

大東市市税条例の一部を改正する条例 新旧対照表

新 旧

（大東市市税条例）

第１条 ～ 第１８条の４ （略） 第１条 ～ 第１８条の４ （略）

（納期限後に納付しまたは納入する税金または納入金に係る延滞金） （納期限後に納付しまたは納入する税金または納入金に係る延滞金）

第１９条 納税者または特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第４６条の２もしくは 第１９条 納税者または特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第４６条の２もしくは

第４６条の５（第５３条の７の２において準用する場合を含む。以下この条において同 第４６条の５（第５３条の７の２において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）、第４７条の４第１項（第４７条の５第３項において準用する場合を含む。以下こ じ。）、第４７条の４第１項（第４７条の５第３項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８第２２項および第２３項の申 の条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８第２２項および第２３項の申

告書に係る部分を除く。）、第５３条の７、第６７条、第８３条第２項、第９８条第１項 告書に係る部分を除く。）、第５３条の７、第６７条、第８３条第２項、第９８条第１項

もしくは第２項、第１０２条第２項、第１３９条第１項、第１４０条の１２第３項また もしくは第２項、第１０２条第２項、第１３９条第１項、第１４０条の１２第３項また

は第１４４条に規定する納期限後にその税金を納付し、または納入金を納入する場合に は第１４４条に規定する納期限後にその税金を納付し、または納入金を納入する場合に

おいては、当該税額または納入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その おいては、当該税額または納入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。以下第１号、第２号および第５号において同じ。）の翌日か 延長された納期限とする。以下第１号および第２号において同じ。）の翌日から納付ま

ら納付または納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲 たは納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額

げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間ならびに第５号および第６ の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じ

号に定める日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金 て計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、または納入書に

額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、または納入書によって納入し よって納入しなければならない。

なければならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第９８条第１項もしくは第２項の申告書または第１３９条第１項の申告書に係る税 (2) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項または第１９

額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過す 項の規定による申告書に限る。）、第９８条第１項もしくは第２項の申告書または第
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る日までの期間 １３９条第１項の申告書に係る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係

る納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

(3) 第９８条第１項もしくは第２項の申告書または第１３９条第１項の申告書でその提 (3) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項および第２３項の申告書を除

出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間またはその日の翌日 く。）、第９８条第１項もしくは第２項の申告書または第１３９条第１項の申告書でそ

から１月を経過する日までの期間 の提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間またはその日の

翌日から１月を経過する日までの期間

(4) （略） (4) （略）

(5) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２項、第４項または第１９

項の規定による申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げるものを除く。） 当該税

額に係る納期限の翌日から１月を経過する日

(6) 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項および第２３項の申告書を除

く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日またはその日の

翌日から１月を経過する日

第２０条 ～ 第４２条 （略） 第２０条 ～ 第４２条 （略）

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更または決定およびこれらに係る延滞金の （普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更または決定およびこれらに係る延滞金の

徴収） 徴収）

第４３条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が 第４３条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が

提出した修正申告書または国の税務官署がした所得税の更正もしくは決定に関する書類 提出した修正申告書または国の税務官署がした所得税の更正もしくは決定に関する書類

を法第３２５条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、もしくは賦課する を法第３２５条の規定によって閲覧し、その賦課した税額を変更し、もしくは賦課する

必要を認めた場合には、すでに第３５条第１号ただし書もしくは第２号または第３６条 必要を認めた場合においては、すでに第３５条第１号ただし書もしくは第２号または第

の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、ただちに変更による不 ３６条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、ただちに変更に

足税額または賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る よる不足税額または賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期

分（以下この条において「不足税額」という。）を追徴する。 に係る分（以下次項において「不足税額」と総称する。）を追徴する。

２ 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た ２ 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た

額に第４０条の各納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とす 額に第４０条の各納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とす

る。次項および第４項において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、 る。次項において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パ
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年１４．６パーセント（当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされ ーセント（当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期

る日までの期間またはその日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年 間またはその日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセン

７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収す ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

る。

３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他不正の行為により所得税を免れ、また ３ 所得税の納税義務者が修正申告書（偽りその他不正の行為により所得税を免れ、また

は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったこ は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったこ

とにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書および とにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書および

所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。）を提出 所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。）を提出

し、または国の税務官署が所得税の更正（偽りその他不正の行為により所得税を免れ、 し、または国の税務官署が所得税の更正（偽りその他不正の行為により所得税を免れ、

または所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正 または所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正

および所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。）をしたことに および所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。）をしたことに

基因して、第４０条の各納期限から１年を経過する日後に第１項の規定によりその賦課 基因して、第４０条の各納期限から１年を経過する日後に第１項の規定によりその賦課

した税額を変更し、または賦課した場合には、当該１年を経過する日の翌日から同項に した税額を変更しまたは賦課した場合には、当該１年を経過する日の翌日から第１項に

規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間 規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間

から控除する。 から控除する。

４ 第２項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、または国の税務

官署が所得税の更正（納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含

む。以下この項において「増額更正」という。）をしたとき（国の税務官署が所得税の

更正（納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項

において「減額更正」という。）をしたことに基因して、第１項の規定によりその賦課

した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。）は、その追徴す

べき不足税額（当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税

額を控除した金額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す

る税額に限る。以下この項において同じ。）については、次に掲げる期間（令第４８条

の９の９第４項各号に掲げる市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞

金の計算の基礎となる期間から控除する。
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(1) 第４０条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通

知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日（当該減額

更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して１年を経過

する日）の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた

日までの期間

第４４条 ～ 第４７条の６ （略） 第４４条 ～ 第４７条の６ （略）

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）

第４８条 （略） 第４８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項の規定による申告書を含 ３ 法第３２１条の８第２２項の申告書（同条第２１項の規定による申告書を含む。以下

む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係 この項において同じ。）に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第

る同条第１項、第２項、第４項または第１９項の納期限（納期限の延長があったとき １項、第２項、第４項または第１９項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

は、その延長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当 長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年

該税額に年１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定の適用があ １４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定の適用がある場合で当

る場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限）ま 該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間またはその

での期間またはその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年 期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）

７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則 の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第２２号の４様式に

第２２号の４様式による納付書によって納付しなければならない。 よる納付書によって納付しなければならない。

４ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項、第４項または第１９ ４ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２項、第４項または第１９

項に規定する申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合に 項の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申

は、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第２２項に規定する 告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第２２項の申告書を提出したと

申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第 きは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項ま

３２１条の１１第１項または第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申 たは第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除

告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日 き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日（法第３２１条の８第

（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出 ２３項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当
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期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基 該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

礎となる期間から控除する。

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下この項に

おいて「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に係る市民税に

ついて同条第１項、第２項、第４項または第１９項に規定する申告書（以下この項にお

いて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により

納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該

修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相

当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に掲

げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１

項または第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る

市民税または令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が当該申告

に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正

の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの（法人税

に係る更正によるものを除く。）である場合または法人税に係る更正（法人税に係る

更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知

をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書を提出し

た日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限）までの期間

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

第４９条 （略） 第４９条 （略）
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（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第５０条 （略） 第５０条 （略）

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、第２項、第４項ま ２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、第２項、第４項ま

たは第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある たは第１９項の納期限（同条第２３項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額につい

場合には、同条第１項、第２項または第４項の納期限とし、納期限の延長 ても同条第１項、第２項または第４項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長

があった場合には、その延長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間の があったときは、その延長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間の日

日数に応じ、年１４．６パーセント（前項の納期限までの期間または当該納期限の翌日 数に応じ、年１４．６パーセント（前項の納期限までの期間または当該納期限の翌日か

から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計 ら１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項または第３項の規定による更正の通 ３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項または第３項の規定による更正の通

知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第４項または第１９項に規定する申 知をした日が、法第３２１条の８第１項、第２項、第４項または第１９項の申告書を提

告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の 出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期

提出期限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により 限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税

市民税を免れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人 を免れた場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係

税に係る修正申告書を提出し、または法人税に係る更正もしくは決定がされたこと（同 る修正申告書を提出し、または法人税に係る更正もしくは決定がされたこと（同条第２

条第２項または第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当 項または第４項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連結子

該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の 法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に

６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）もしくは連結完全支 規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）もしくは連結完全支配関係が

配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、または法人税に係る更 あった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、または法人税に係る更正もしく

正もしくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）による更正に係るものにあ は決定を受けたこと）による更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日

っては、当該修正申告書を提出した日または国の税務官署が更正もしくは決定の通知を または国の税務官署が更正もしくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算

した日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 の基礎となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（以下この項に

おいて「修正申告書」という。）の提出があったとき（当該修正申告書に係る市民税に

ついて同条第１項、第２項、第４項または第１９項に規定する申告書（以下この項にお

いて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により
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納付すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において「減

額更正」という。）があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当該

修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相

当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額に限る。）については、次に掲

げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係

る市民税または令第４８条の１５の５第３項に規定する市民税にあっては、第１号に掲

げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が当該申告

に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限）の翌日から当該減額更正

の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請求に基づくもの（法人税

に係る更正によるものを除く。）である場合または法人税に係る更正（法人税に係る

更正の請求に基づくものに限る。）によるものである場合には、当該減額更正の通知

をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書に係る更

正の通知をした日までの期間

第５１条 ～ 第１４５条 （略） 第５１条 ～ 第１４５条 （略）

付 則 付 則

第１条 ～ 第５条 （略） 第１条 ～ 第５条 （略）

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例）

第６条 平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第 第６条 削除

４条の４第３項の規定に該当する場合における第３４条の２の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「までならびに法附則第４条の４第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」とし

て、同条の規定を適用することができる。
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第６条の２ ～ 第１５条の３ （略） 第６条の２ ～ 第１５条の３ （略）

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 法附則第３０条第３項第１号および第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第 ２ 法附則第３０条第３項第１号および第２号に規定する３輪以上の軽自動車に対する第

８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３ ８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税 月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動

に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄 車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

に掲げる字句とする。 右欄に掲げる字句とする。

第８２条第２号ア ３，９００円 １，０００円 第８２条第２号ア ３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円 ６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円 １０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円 ３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円 ５，０００円 １，３００円

３ 法附則第３０条第４項第１号および第２号に規定する３輪以上の軽自動車（ガソリン ３ 法附則第３０条第４項第１号および第２号に規定する３輪以上の軽自動車（ガソリン

を内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第８２条の を内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第８２条の

規定の適用については、当該軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日 規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税に限り、 までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

字句とする。 げる字句とする。

第８２条第２号ア ３，９００円 ２，０００円 第８２条第２号ア ３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円 ６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円 １０，８００円 ５，４００円
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３，８００円 １，９００円 ３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円 ５，０００円 ２，５００円

４ 法附則第３０条第５項第１号および第２号に規定する３輪以上の軽自動車（前項の規 ４ 法附則第３０条第５項第１号および第２号に規定する３輪以上の軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自 定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受 動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表 けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第８２条第２号ア ３，９００円 ３，０００円 第８２条第２号ア ３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円 ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円 １０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円 ３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円 ５，０００円 ３，８００円

第１６条の２ ～ 第１９条の３ （略） 第１６条の２ ～ 第１９条の３ （略）

（特例適用利子等および特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国

居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居

住者等所得相互免除法第１２条第５項に規定する特例適用利子等または外国居住者等所

得相互免除法第１６条第２項に規定する特例適用利子等については、第３３条および第

３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相

互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項および第１６条第
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２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この項にお

いて「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規

定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、付則第１９条の４第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項ならびに付則第７条第１

項、第７条の３第１項および第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４

条の９第１項ならびに付則第７条第１項、第７条の３第１項および第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額および付則第１９条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「も

しくは山林所得金額または付則第１９条の４第１項に規定する特例適用利子等の額」

と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額もしくは外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）第７条第１０項（同法第１１条第８項および第１５条第１４項におい

て準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第７

条第１２項（同法第１１条第９項および第１５条第１５項において準用する場合を含

む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同

法第１１条第１１項および第１５条第１７項において準用する場合を含む。）に規定

する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額もしくは同法第７条第１８項（同法第
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１１条第１２項および第１５条第１８項において準用する場合を含む。）に規定する

特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額ならびに付則第１９条の４第１項に規定する特例適用利子等の額」

と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第４項に

規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項に規定する特例

適用配当等または外国居住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定する特例適用配当

等（次項において「特例適用配当等」という。）については、第３３条第３項および第

４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条お

よび第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等

所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項および第

１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下こ

の項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第５項

第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を

課する。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する

年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限までに提出されたもの

およびその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

のに限り、その時までに提出された第３６条の３第１項に規定する確定申告書を含

む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書

にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、付則第１９条の４第３項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項ならびに付則第７条第１

項、第７条の３第１項および第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

３４条の９第１項ならびに付則第７条第１項、第７条の３第１項および第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「も

しくは山林所得金額または付則第１９条の４第３項後段に規定する特例適用配当等の

額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額もしくは外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０項および第１５条第１６項

において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得

の金額もしくは配当所得の金額」とする。

(4) 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額ならびに付則第１９条の４第３項後段に規定する特例適用配当等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条

の４第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

（条約適用利子等および条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） （条約適用利子等および条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例）

第１９条の４の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得 第１９条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下 法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子 税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に
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等については、第３３条および第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、 ついては、第３３条および第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条約適用利子 前年中の同項に規定する条約適用利子等の額（以下この項において「条約適用利子等の

等の額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えら 額」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた

れた第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の５の 第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の５の税率

税率から租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項にお から同法第３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項において「限度税率」とい

いて「限度税率」という。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義 う。）を控除して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が同条第３項の規

務者が同条第３項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じて計算 定の適用を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市

した金額に相当する市民税の所得割を課する。 民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得

金額、付則第１９条の４の２第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。 金額、付則第１９条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項ならびに付則第７条第１ (2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、付則第７条第１項、付

項、第７条の３第１項および第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４ 則第７条の３第１項および付則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４の２第１項 ３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第 の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

３４条の９第１項ならびに付則第７条第１項、第７条の３第１項および第７条の３の ３４条の９第１項、付則第７条第１項、付則第７条の３第１項および付則第７条の３

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４の２第 の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４第１

１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の 項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」

額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４の２第１項の規定による市民税 とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第１項の規定による市民税の所得割

の所得割の額の合計額」とする。 の額の合計額」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「も (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「も

しくは山林所得金額または付則第１９条の４の２第１項に規定する条約適用利子等の しくは山林所得金額または付則第１９条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」

額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額もしくは租税 と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額もしくは租税条約

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 等実施特例法第３条の２第１６項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第

４４年法律第４６号）第３条の２第１６項に規定する特定利子に係る利子所得の金 １８項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第２２項に規定する特定

額、同条第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第２２項に規 懸賞金等に係る一時所得の金額もしくは同条第２４項に規定する特定給付補てん金等



新 旧

定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額もしくは同条第２４項に規定する特定給付 に係る雑所得等の金額」とする。

補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは (4) 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額ならびに付則第１９条の４の２第１項に規定する条約適用利子等の 「山林所得金額ならびに付則第１９条の４第１項に規定する条約適用利子等の額」

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条 と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４

の４の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２ ３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」という。）について 項に規定する条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」という。）について

は、第３３条第３項および第４項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適 は、第３３条第３項および第４項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適

用配当等については、同条および第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分 用配当等については、第３３条および第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

し、その前年中の租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配 分し、その前年中の同法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額（以下

当等の額（以下この項において「条約適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配 この項において「条約適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配当等の額（第５

当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある 項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の適用がある場合には、その

場合には、その適用後の金額）に１００分の５の税率から限度税率を控除して得た率に 適用後の金額）に１００分の５の税率から限度税率を控除して得た率に５分の３を乗じ

５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第３ て得た率（当該納税義務者が同法第３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合に

項の規定の適用を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当 は、１００分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

する市民税の所得割を課する。

４ （略） ４ （略）

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得 (1) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得

金額、付則第１９条の４の２第３項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。 金額、付則第１９条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項ならびに付則第７条第１ (2) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、付則第７条第１項、付

項、第７条の３第１項および第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４ 則第７条の３第１項および付則第７条の３の２第１項の規定の適用については、第

条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４の２第３項 ３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第

８、第３４条の９第１項ならびに付則第７条第１項、第７条の３第１項および第７条 ３４条の９第１項、付則第７条第１項、付則第７条の３第１項および付則第７条の３
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の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４ の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４第３

の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中 項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」

「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４の２第３項後段の規 とあるのは「所得割の額および付則第１９条の４第３項の規定による市民税の所得割

定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 の額の合計額」と、第３４条の９第１項中「第３３条第４項」とあるのは「付則第

１９条の４第４項」とする。

(3) 第３５条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「も (3) 第３５条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「も

しくは山林所得金額または付則第１９条の４の２第３項後段に規定する条約適用配当 しくは山林所得金額または付則第１９条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」

等の額」と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額もしくは と、「もしくは山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額もしくは租税条約

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭 等実施特例法第３条の２第２０項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金

和４４年法律第４６号）第３条の２第２０項に規定する申告不要特定配当等に係る利 額または配当所得の金額」とする。

子所得の金額もしくは配当所得の金額」とする。

(4) 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは (4) 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額ならびに付則第１９条の４の２第３項後段に規定する条約適用配当等 「山林所得金額ならびに付則第１９条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」

の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９ と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第１９条の４

条の４の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 第３項の規定による市民税の所得割の額」とする。

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合（第３項後段の ６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合（第３項後段の

規定の適用がある場合を除く。）における第３４条の９の規定の適用については、同条 規定の適用がある場合を除く。）における第３４条の９の規定の適用については、同条

第１項中「または同条第６項」とあるのは「もしくは付則第１９条の４の２第３項前段 第１項中「または同条第６項」とあるのは「もしくは付則第１９条の４第３項に規定す

に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年 る条約適用配当等（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の

の翌年の４月１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出 ４月１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後に

期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時 おいて市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提

までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）にこの項の規定の適用を 出された第３６条の３第１項の確定申告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けよう

受けようとする旨および当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載があ とする旨および当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合

る場合（これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると （これらの申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が

市長が認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の 認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 なった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地
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及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施 方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

特例法」という。）第３条の２の２第１項の規定および法第２章第１節第５款の規定に 法」という。）第３条の２の２第１項の規定および法第２章第１節第５款の規定により

より配当割額を課されたとき、または第３３条第６項」と、同条第３項中「法第３７条 配当割額を課されたとき、または第３３条第６項」と、同条第３項中「法第３７条の

の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替え ４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の規定により読み替えて

て適用される法第３７条の４」とする。 適用される法第３７条の４」とする。

第１９条の５ ～ 第２９条 （略） 第１９条の５ ～ 第２９条 （略）

（大東市市税条例の一部を改正する条例）

本則 （略） 本則 （略）

付 則 付 則

第１条 ～ 第４条 （略） 第１条 ～ 第４条 （略）

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ ～ ６ （略） ２ ～ ６ （略）

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定す ７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定す

るもののほか、大東市市税条例第１９条、第９８条第４項および第５項、第１００条の るもののほか、新条例第１９条、第９８条第４項および第５項、第１００条の２ならび

２ならびに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同 に第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条第３号 第９８条第１項もしくは第２項の 平成２７年改正条例付則第５条 第１９条第３号 第４８条第１項の申告書（法第 平成２７年改正条例付則第５条

申告書または第１３９条第１項の 第６項の納期限 ３２１条の８第２２項および第 第６項の納期限

申告書でその提出期限 ２３項の申告書を除く。）、第

９８条第１項もしくは第２項の申



新 旧

告書または第１３９条第１項の申

告書でその提出期限

８ ～ １４ （略） ８ ～ １４ （略）

第６条 ～ 第７条 （略） 第６条 ～ 第７条 （略）



議案第９４号 主要改正点

・地域密着型通所介護に係る記録の保存年限について規定したこと。

大東市指定地域密着型サービス事業者の指定ならびに指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条

例 新旧対照表

新 旧

第１条 ～ 第３条 （略） 第１条 ～ 第３条 （略）

（記録の保存年限） （記録の保存年限）

第４条 前条の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス基準第３条の４０第２項、第 第４条 前条の規定にかかわらず、指定地域密着型サービス基準第３条の４０第２項、第

１７条第２項、第３６条第２項、第４０条の１５第２項、第６０条第２項、第８７条第 １７条第２項、第６０条第２項、第８７条第２項、第１０７条第２項、第１２８条第２

２項、第１０７条第２項、第１２８条第２項、第１５６条第２項および第１８１条第２ 項、第１５６条第２項および第１８１条第２項に規定するサービスの提供の記録は、当

項に規定するサービスの提供の記録は、当該サービスを提供した日（指定地域密着型サ 該サービスを提供した日（指定地域密着型サービス基準第３条の４０第２項第１号、第

ービス基準第３条の４０第２項第１号、第１７条第２項第１号、第３６条第２項第１ １７条第２項第１号、第６０条第２項第１号、第８７条第２項第１号および第２号、第

号、第４０条の１５第２項第１号、第６０条第２項第１号、第８７条第２項第１号およ １０７条第２項第１号、第１２８条第２項第１号、第１５６条第２項第１号ならびに第

び第２号、第１０７条第２項第１号、第１２８条第２項第１号、第１５６条第２項第１ １８１条第２項第１号および第２号に掲げる計画にあっては当該計画の完了の日、第３

号ならびに第１８１条第２項第１号および第２号に掲げる計画にあっては当該計画の完 条の４０第２項第５号、第１７条第２項第３号、第６０条第２項第３号、第８７条第２

了の日、第３条の４０第２項第５号、第１７条第２項第３号、第３６条第２項第３号、 項第５号、第１０７条第２項第４号、第１２８条第２項第５号、第１５６条第２項第４

第４０条の１５第２項第４号、第６０条第２項第３号、第８７条第２項第５号、第 号および第１８１条第２項第７号に掲げる通知に係る記録にあっては当該通知の日）か

１０７条第２項第４号、第１２８条第２項第５号、第１５６条第２項第４号および第 ら５年間保存するものとする。

１８１条第２項第７号に掲げる通知に係る記録にあっては当該通知の日）から５年間保

存するものとする。

第５条 ～ 第６条 （略） 第５条 ～ 第６条 （略）



議案第９５号 主要改正点

・特例適用利子等および特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例を定めたこと。

大東市国民健康保険税条例 新旧対照表

新 旧

本則 （略） 本則 （略）

付 則 付 則

１ ～ ９ （略） １ ～ ９ （略）

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１０ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５

項に規定する特例適用利子等または同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係

る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得および雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条および第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額ならびに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４

号）第８条第２項（同法第１２条第５項および第１６条第２項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条および第２３条において「特例適

用利子等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の

合計額（」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用利子等の額の合計額（」と、同

条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または特例適用

利子等の額」と、第２３条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例

適用利子等の額」とする。

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８



新 旧

条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等ま

たは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得および雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条および第２３条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得

金額ならびに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第４項（同法第１２条第６項および第１６条第３項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条および第２３条において「特例適

用配当等の額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の

合計額（」とあるのは「山林所得金額ならびに特例適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または特例適用

配当等の額」と、第２３条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに特例

適用配当等の額」とする。

１２ （略） １０ （略）

１３ （略） １１ （略）



議案第９７号 主要改正点

・大東市学校施設整備基金を設置したこと。

大東市基金条例 新旧対照表

新 旧

（設置） （設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、次の表 第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、次の表

の左欄に掲げる基金（以下「基金」という。）を、それぞれ同表の右欄に掲げる目的の の左欄に掲げる基金（以下「基金」という。）を、それぞれ同表の右欄に掲げる目的の

ために設置する。 ために設置する。

名 称 目 的 名 称 目 的

大東市教育文化基金 国語力育成等、教育および文化の向上に要するため、資金 大東市教育文化基金 国語力育成等、教育および文化の向上に要するため、資金

を積み立てること。 を積み立てること。

大東市学校施設整備基金 学校施設の整備に要する資金に充てるため資金を積み立て

ること。

２ ～ ４ （略） ２ ～ ４ （略）

第２条 ～ 第７条 （略） 第２条 ～ 第７条 （略）



議案第９８号 主要改正点

・公共下水道の使用料を改めたこと。

大東市下水道条例 新旧対照表

新 旧

本則 （略） 本則 （略）

別表（第１８条関係） 別表（第１８条関係）

区 分 汚 水 量 １か月分の使用料 区 分 汚 水 量 １か月分の使用料

１０‰ まで ７５１円 １０‰ まで ６２６円

一 一

１１‰ 以上 ２０‰ まで １０４円 １１‰ 以上 ２０‰ まで ８７円

２１‰ 以上 ３０‰ まで １２１円 ２１‰ 以上 ３０‰ まで １０１円

般 ３１‰ 以上 ５０‰ まで １ ‰ に １４５円 般 ３１‰ 以上 ５０‰ まで １ ‰ に １２１円

５１‰ 以上 １００‰ まで １８６円 ５１‰ 以上 １００‰ まで １５５円

１０１‰ 以上 ５００‰ まで ２２０円 １０１‰ 以上 ５００‰ まで １８４円

排 つ き 排 つ き

５０１‰ 以上 １，０００‰ まで ２５５円 ５０１‰ 以上 １，０００‰ まで ２１３円

１，００１‰ 以上 ５，０００‰ まで ２９０円 １，００１‰ 以上 ５，０００‰ まで ２４２円

水 ５，００１‰ 以上 １０，０００‰ まで ３２５円 水 ５，００１‰ 以上 １０，０００‰ まで ２７１円

１０，００１‰ 以上 ３６０円 １０，００１‰ 以上 ３００円

浴 １，０００‰ まで ２６円 浴 １，０００‰ まで ２２円

場 場

排 １，００１‰ 以上 ３，０００‰ まで ３０円 排 １，００１‰ 以上 ３，０００‰ まで ２５円

水 水

３，００１‰ 以上 ３３円 ３，００１‰ 以上 ２８円

備考 （略） 備考 （略）


